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　 電気設備特記仕様書

　 案内図・ 配置図

  本部棟非常用発電設備仕様書

　 本部棟非常用発電設備　 配管系統図

  本部棟非常用発電設備　 配置平面図

  本部棟非常用発電設備　 配置断面図

　 本部棟非常用発電設備　 配管平面

  本部棟非常用発電設備　 配管断面図

  本部棟電灯設備1階配線図

図面番号 図面名称 縮尺

N. S

図面リ ス ト

A1: 1/50, A3: 1/100

-

N. S

N. S

A1: 1/50, A3: 1/100 

E-15  

  本部棟非常用発電設備　 配線図

E-16  

  本部棟受変電設備単線結線図

E-17  

A1: 1/50, A3: 1/100 

A1: 1/50, A3: 1/100

E-18

A1: 1/50, A3: 1/100

  本部棟受変電設備既設PLC展開接続図-1

E-19  

E-20

E-21

　 本部棟受変電設備既設PLC展開接続図-2

　 本部棟受変電設備既設PLC展開接続図-3

  本部棟受変電設備既設PLC展開接続図-4

　 本部棟受変電設備既設PLC展開接続図-5

  撤去本部棟非常用発電設備　 配管系統図

  撤去本部棟非常用発電設備　 配置平面図

　 撤去本部棟非常用発電設備　 配線平面図

  撤去本部棟非常用発電設備　 配管平面図

図面番号 図面名称 縮尺

N. S

A1: 1/50, A3: 1/100

-

N. S

N. S

N. S

A1: 1/50, A3: 1/100

N. S

A1: 1/50, A3: 1/100

N. S

N. S

A1: 1/100, A3: 1/200 

A1: 1/50, A3: 1/100

N. S

　 本部棟受変電設備配置図

２ ６ 埼玉県立大学非常用発電設備等改修工事
（ 表紙以降の図面名称は上記に読み替える も のと する ）



　 　 ３ 　 こ の特記仕様書に疑義等が 生じ た 場合に ついて は 、 別途監督員と 協議する も の と する 。

　 　 　 議する も の と する 。

　 　 ２ 　 受注者は 、 舗装版切断時に 濁水を 生じ な い工法を 使用する 場合におい て は、 事前に 監督員と 協

　 　 　 更の 対象と し な い も の と する 。

第５ 条　 濁水処理量について は、 舗装版の 切断延長や切断厚が変わっ た 場合を 除き 、 原則と し て 設計変

施設管理者 ：

ｺﾝｾﾝﾄ、 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ、 直列ﾕﾆｯﾄ
２ , ０ ０ ０

１ , ８ ０ ０

〃

　 　 　 　 　 取付高さ （ ｍ ｍ ）

・ 　 自動閉鎖設備

〃

・ 　 自動火災報知設備

・ 　 発電設備（ 非常用発電設備）

・ 　 防犯、 入退室管理設備

・ 　 構内情報通信網設備

・ 　 駐車場管制設備

１ , ０ ０ ０

・ 　 構内交換設備

一　 　 般

１ , ２ ０ ０

・ 　 監視カ メ ラ 設備

・ 　 テ レ ビ 共同受信設備

・ 　 テ レ ビ 電波障害防除設備

２ , ０ ０ ０

台上～中心

　 壁付、 壁掛型の 機器等の取付高さ は、 図面に 記載の な い場合は 原則と し て 次の と おり と する 。

２ . ４ 　 取付高さ

分電盤、 制御盤、 開閉器箱

防水型コ ン セ ン ト

復帰ボ タ ン （ 　 　 〃　 　 　 ）

呼出ボ タ ン （ 身体障害者用）

〃

〃

舗装版切断時に発生する 濁水の 処理に係る 特記仕様書

（ 一般）

２ , ０ ０ ０

　 〃　 　 （ 身体障害者用）

ス イ ッ チ（ 一般）

２ , ０ ０ ０

・ 　 ガ ス 漏れ火災警報設備

   １ ５ ０

   ２ ０ ０（ 和室）

   ３ ０ ０

   １ ５ ０

〃 ( 上端1, 900以下) 1, 500

　 　

１ , １ ０ ０

・ 　 電話配管設備

・ 　 中央監視制御設備

１ , ３ ０ ０

〃

床上～中心

   ５ ０ ０床上～中心

   ４ ０ ０

廊下表示灯（ 　 　 〃　 　 　 ）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 〃　 　 　 　 　 　 　

   ９ ０ ０

( 上端1, 900以下) 1, 500

２ , ０ ０ ０

１ , ８ ０ ０

〃

   ５ ０ ０

・ 　 受変電設備

・ 　 雷保護設備

・ 　 電熱設備

・ 　 動力設備

〃

測　 　 点

・ 　 情報表示設備

名　 　 　 　 　 　 　 　 称

   ５ ０ ０

・ 　 拡声設備（ 非常放送設備）

   ９ ０ ０

打ち 合わせ担当者

・ 　 誘導支援、 呼出し 設備

官公庁等打ち 合わ せ相手

県営住宅

〃

昇降機：

電力会社 ：

電話会社 ：

ケ ーブルテ レ ビ 会社 ：
消防本部 ：

建築：

１ . ６ 　 主任技術者又は 監理技術者の専任期間（ 建設業法に よ り 必要にな っ た 場合）

　 　 　 １ 　 専任期間の 始期

　 　 　 　 　 請負契約締結の 日か ら 、 ( ・ 現場施工に着手する ま で （ 現場事務所の 設置、 資機材の搬入

　 　 　 　 　 主任技術者又は 監理技術者の専任を 要し な いも のと する 。

　 　 　 ２ 　 専任期間の 終期

　 　 　 　 　 工事完成後、 検査が 終了し （ 発注者の都合によ り 検査が遅延し た 場合は 除く 。 ） 、 事務手続き 、

　 　 　 　 　 後片付け の みが残っ て いる 場合は 、 主任技術者又は監理技術者の 専任を 要し な いも の と する 。

　 　 　 ３ 　 専任期間の 中断

　 　 　 　 　 自然災害の 発生又は 埋蔵文化財調査等に よ り 発注者か ら の通知に よ り 、

　 　 　 　 　 工事を 全面的に 一時中止に し て い る 場合は、 主任技術者又は監理技術者の専任を 要し な いも の と する 。

　 すべて 受注者の 負担と し 、 構内に つく る こ と が で き る 。

　 ・ 本工事と する 。

　 　 　 塗装

ま た 、 屋外で 溶融亜鉛メ ッ キ 電線管を 使用する 場合は 、 塗装を 行わな い 。

　 盤等の 鍵は 、 既存盤及び別途工事の鍵と の整合を 極力図る も の と する 。

　 　  敷き 均し 土　 　  　 　  　 　 　 管　 　 種　 　 別　 　 　 　 　 　

（ １ ） 管路等の敷設に伴う 敷き 均し 土は 、 標準仕様書のほ か下記及び図面特記

　 露出配管は 原則と し て 塗装を 行う 。 た だし 、 機械室、 EPS倉庫等の 露出配管は

塗装を 行わな い。

３ 　 その他
３ ． １ 　 他工事と の 取合区分

　 　 　 　 発注図又は 工事区分表に よ る 。

３ ． ２ 　 図面上の縮尺

３ ． ３ 　 疑義

　 　 　 　 本特記仕様書、 特別共通仕様書及び標準仕様書等におい て 疑義が生じ た 場合は、

　 　 　 　 監督員と 協議する も のと する 。

第１ 条　 こ の特記仕様書は、 埼玉県電気設備工事特別共通仕様書に定め る も の のほか 、 ア ス フ ァ ルト

　 　 　 舗装版切断時に発生する 濁水（ 以下「 濁水」 と い う 。 ） の 処理に 関し 必要な 事項を 定める も の

　 　 　 で あ る 。

第２ 条　 受注者は、 回収し た 濁水を 次の と おり 処理する も の と する 。

　 　 　 　 ・ 種類及び処理量　 　 汚泥（ 油分を 含む汚泥） 　 　 ． 　 m3
　 　 　 　 ・ 中間処理施設　 　 　 　 　 　 市　 　 　 地内、 （ 株）

　 　 　 　 ・ 処理方法　 　 　 　 　 ・ 中間処理後、 最終処分場に 搬入（ 処理に焼却又は溶融含ま ず）

　 　 　 　 ・ 中間処理後、 最終処分場又は 再資源化（ 処理に焼却又は溶融を 含む）

　 　 ２ 　 受注者は、 別の 中間処理施設を 選定する 場合に は、 事前に監督員と 協議する も のと する 。

第３ 条　 受注者は、 舗装版切断作業を 行い な が ら 濁水を 可能な 限り 回収し 、 作業後速やかに 回収し た

　 　 　 濁水を 産業廃棄物の汚泥（ 油分を 含む汚泥） と し て 中間処理施設に運搬及び処理する も のと す

　 　 　 る 。

　 　 ２ 　 受注者は、 汚泥の中間処理業の 許可を 受け て い る 業者と 産業廃棄物処分委託契約を 締結し な

　 　 　 け ればな ら な いも のと する 。

　 　 ３ 　 受注者は、 自ら 運搬を 行う 場合を 除き 、 汚泥の 収集運搬業の許可を 受け て い る 業者と 産業廃

　 　 　 棄物収集運搬委託契約を 締結し な け ればな ら な い も の と する 。

　 　 ４ 　 受注者は、 濁水の処理に 関する 履行に ついて 、 廃棄物の 処理及び清掃に関する 法律におい て

　 　 　 定め る 産業廃棄物管理票（ 以下「 マ ニ フ ェ ス ト 」 と い う 。 ） によ り 管理する も の と する 。

第４ 条　 受注者は、 施工計画書に おいて 、 濁水の回収、 運搬及び処理に 関する 方法を 定めな け ればな

　 　 　 し た 委託契約書の 写し 及び許可証の 写し を 添付する こ と 。

　 　 によ る 。

（ ２ ） 地中電線路には 、 ケ ーブ ル埋設標及び標識シ ート を 設け る 。 た だし 、 低

　 　 圧・ 弱電回路の 標識シ ート は 図面特記によ る 。

（ 台上）　 　 　 　 　 　 　 　 　 〃　 　 　 　 　 　 　

　 〃　 　 （ 人感セ ン サー切換用）

端子盤

　 た だ し 、 見え か かり 部の塗装につい て は監督員の 指示によ る 。

 　 　  良質土　 　 　  

　 　 硬質ビ ニ ル電線管（ VE）

　 　 耐衝撃性塩化ビ ニ ル管（ HI VE）

　 　 波付硬質合成樹脂管（ FEP）

　 　 ポ リ エ チレ ン 被覆鋼管（ PLP）

　 本工事に 必要な 電力及び水な ど の費用は、 受注者の負担と する 。

　 本工事で 　 ・ 設け る （ 規模　 　 　 　 　 　 　 　 　 ） 　 ※設け な い

　 受注者は工事目的物及び工事材料について 工事完成期日後１ ４ 日ま で 、 こ れを

る 。

火災が保障対象に な っ て い る 組立保険等にかけ て 、 証書の 写し を 監督員に提出す

１ . ４ 　 工事科目（ ○印の 付いた も の を 適用する ）

２ 　 工事仕様
２ . １ 　 共通仕様

（ １ ） こ の工事は特記仕様書、 図面に よ る ほ か、 埼玉県電気設備工事特別共通仕様書（ 以下「 特別共通仕様書」

　 　 と いう 。 ） 、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（ 電気設備工事編） 、
　 　 公共建築改修工事標準仕様書（ 電気設備工事編） 、 公共建築設備工事標準図（ 電気設備工事編）

　 　 （ 以下「 標準仕様書等」 と い う 。 ） 及び監督員の指示に従い施工する 。
　 　 　 な お、 県営住宅の場合は、 公共住宅建設工事共通仕様書、 機材の品質・ 性能基準を 最優先と する 。

２ . ２ 　 特記仕様（ 特記事項の 選択項目は、 ○印のついた も の が な け れば※印を 適用し 、 ・ 印のも の は 適用し な い 。

・  印と  ※ 印の付い た 場合は、 共に適用する 。 ）

項　 　 　 　 　 目 特　 　 　 　 記　 　 　 　 事　 　 　 　 項

（ ２ ） 機械設備工事及び建築工事を 本工事に含む場合は 、 それぞれの 特別共通仕様書及び標準仕様書等を 適用する 。

（ ３ ） 法令・ 基準・ 仕様書等は 、 原則と し て 施工時に おいて 最新のも の を 適用する 。

と する 。 な お、 資材名、 製造所名およ び発注先を 記載し た 報告書を 監督員に提

出し 承諾を 受け る も の と する 。
　 使用機材等につい て は、 ア ス ベス ト 含有の 有無を 確認し 、 ア ス ベス ト を 含む

機材等は使用し な い こ と 。
　 「 国等によ る 環境物品等の調達の推進等に 関する 法律」 に基づく 特定調達品
目に 該当する 機材を 使用する 場合は、 原則と し て 、 そ の判断の基準、 配慮事項
を 満た すこ と 。
　 調達する 工事材料は 、 埼玉県産と する よ う 努める も の と する 。

　 本工事に使用する 機材等は、 設計図書に 規定する も の又はこ れと 同等の も の

　 ・ 上記以外の時間に 施工する 場合は事前に 監督員と 協議する こ と 。

　 ※行政機関の休日に 関する 法律（ S63第91号） に定め る 行政機関の休日以外。

施工時間

３ 　 工事用電力・ 水

２ 　 施工条件

１ 　 機材等

４ 　 工事用仮設物

５ 　 足場・ さ んばし 類

６ 　 監督員事務所

７ 　 保　 　 険

１ ２ 　 金属電線管の

１ ３ 　 鍵

１ ４ 　 地中電線路

　 　 　 ら な いも のと する 。 ま た 、 中間処理業者及び収集運搬業者と 第3条第3項及び第4項に基づき 締結

　 　 ２ 　 受注者は、 工事検査時に マ ニ フ ェ ス ト 原本を 提示する 。

電気設備工事特記仕様書
１ 　 工事概要

１ . ３ 　 工　 　 期　

１ . ２ 　 工事場所
１ . １ 　 工 事 名

１ . ９ 　 同時期発注の 関連工事　 　 ・ 　 建築工事　 　 　 ・ 　 機械設備工事

　 　 　 行先の表示

　 ハン ド ホ ール、 プ ルボ ッ ク ス 及び主要な ア ウ ト レ ッ ト ボ ッ ク ス 内の 電線・ ケ

　 湿気の 多い 場所、 水を 使用する 場所及び屋外は 、 圧着接続し 自己融着テ ープ

　 上記以外の 場所に おいて は、 屋内配線用電線コ ネ ク タ に よ る 接続を し て も よ

い 。 た だ し 、 接続は ボ ッ ク ス 内と する 。

し た ねじ な し 工法と し て も よ い 。

　 屋外に おけ る ケ ーブルの 保護管に用い る 厚鋼電線管の接続は 、 防水処置を 施

　 埋戻し 後の 建設残土は、 監督員が指示する 構内の場所に 敷き 均し と する 。

　 再生砂使用に先立ち 、 １ 購入あ た り １ 検体の六価ク ロ ム 溶出試験を 行い土壌

の 汚染に 係る 環境基準に適合する こ と を 確認する こ と 。

　 　 　 ア ス コ ン

を 巻き 付け た う え で 絶縁テ ープ 巻き と する 。

得た 上で 、 　 ・ 使用で き る 。 　 　 ※使用で き な い 。

　 契約図書中の山砂の類、 砂利、 砕石及びア ス コ ン に 代替し 、 監督員の 了解を

１ ５ 　 回路の種別

１ ６ 　 電線の接続

１ ７ 　 電線管の 接続

１ ８ 　 残土処分

１ ９ 　 再生砂・ 再生

　 施工は 、 （ 一社） 日本建築あ と 施工ア ン カ ー協会の 資格を 有する も の、 又は

　 金属拡張系ア ン カ ーの場合は、 所定の 穿孔深さ 、 拡張の 完了がわか る 記録を

十分な 技能及び経験を 有し た 者が行う こ と 。

　 接着系ア ン カ ーの場合は 、 所定の 穿孔深さ 、 清掃状況、 マ ーキ ン グ 、 カ プセ ル

添付する こ と 。

こ と 。

　 （ 原則と し て 、 接着系ア ン カ ーは 吊り 支持に 使用し な い も のと する 。 ）

挿入、 埋込みの完了が 分かる 記録を 添付する こ と 。

ア ン カ ーボ ルト を 選定する こ と 。

　 設備機器の 固定は 、 「 建築設備耐震設計・ 施工指針　 2014年版」 （ 独立行政

法人建築研究所監修） によ る 。

　 な お、 施工に際し 、 耐震強度計算書を 監督員に 提出し 、 承諾を 受け る も の と

する 。

（ １ ） 設計用水平地震力

　 機器の 重量［ kgf ］ に 、 設計用水平震度を 乗じ た も の と する 。

【 備　 考】 （ ※１ ） ： 水槽類に は 、 オ イ ルタ ン ク 等を 含む。

　 な お、 特記な き 場合、 設計用水平震度は、 次に よ る 。

（ ２ ） 設計用鉛直地震力

　 設計用水平地震力の１ ／２ と し 、 水平地震力と 同時に働く も の と する 。

　 重要機器

　 　 ・ 配電盤　 ・ 発電装置( 防災用)  ・ 直流電源装置 ・ 交流無停電電源装置

　 　 ・ 交換機　 ・ 火災報知器受信機 ・ 中央監視装置 ・ 太陽光発電装置

　 上層階の定義は次によ る 。

　 　 2～6階建の場合は最上階、 7～9階建の場合は上層２ 階、 10～12階建の場合

　 は上層３ 階、 13階建以上の場合は上層４ 階と する 。

機器種別

2. 0          2. 0

水　 槽　 類

防振支持の 機器

（ ※１ ）

 1. 0          1. 0 

1. 5          1. 0

水　 槽　 類

防振支持の 機器

1. 5          1. 0

1. 5          1. 5

1. 5          1. 0

（ ※１ ）

1. 0          0. 6

2. 0          1. 5

水　 槽　 類

防振支持の 機器

中間階

1. 5          1. 0

　 設置場所

地下・ １ 階

機　 　 　 　 　 器

上層階

1. 5          1. 0

1. 0          0. 6

屋上及び塔屋

機　 　 　 　 　 器

1. 5          1. 0

（ ※１ ）

0. 6          0. 4

2. 0          1. 5

1. 0          0. 6

2. 0          1. 5

1. 0          0. 6

1. 0          0. 6

設計用標準水平震度

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

  （ １ ） 内部足場　 ※ 脚立足場　 　 　

※足場を 設け る 場合は、 「 「 手すり 先行工法等に 関する ガ イ ド ラ イ ン 」 につい

　 て 」 （ 厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日） の 「 手すり 先行工法等

　 に関する ガ イ ド ラ イ ン 」 によ り 、 「 働き やすい 安心感の あ る 足場に 関する 基

　 準」 に 適合する 手すり 、 中さ ん 及び幅木の機能を 有する 足場と し 、 足場の 組

　 立て 、 解体又は変更の作業は 、 「 手すり 先行工法に よ る 足場の 組立て 等に 関

　 する 基準」 の２ の ( 2) 手すり 据置方式又は( 3) 手すり 先行専用足場方式によ り

　 行う も のと する 。

  本工事で 単独に必要と な る 足場は、 下記によ り 設け る 。

　 機器・ 配管等の 据付け に おけ る あ と 施工ア ン カ ーの使用に ついて は 、 監督員

　 の 承諾を 受け る も のと する 。

　 重量１ ０ ０ ｋ ｇ を 超え る 機器の耐震支持について は 、 耐震計算書を 添付し 、

　 あ と 施工ア ン カ ーの 試験は 、 ア ン カ ーの 種類毎に１ か所引張試験を 実施する

特定の 施設 一般の施設

機　 　 　 　 　 器

２ ０ 　 耐震施工

２ １ 　 あ と 施工ア ン カ ー

２ ３ 　 改修部分の足場

（ ３ ） 地中電線路の敷設は 管路式と し 、 埋設深さ は地表面（ 舗装する 部分で は

　 　 路盤材下面） か ら 配管の上端ま で 原則、 600mmと する 。 た だし 、 公道への

　 ーブルには 、 回路の種別、 行先の表示を 行う 。

　 　 引込み管路等の 埋設深さ に ついて は 、 供給事業者と 協議の う え 決定する 。

　 　 　 　 図面上の縮尺は、 Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ａ １ 版と し た 縮尺と する 。

※処理に 先立ち 計画書を 提出し 、 処理後は調書を 提出する こ と 。

（ ４ ） 特別管理産業廃棄物　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

　 蛍光管等は再資源化施設等に 搬入し 、 全て リ サ イ ク ルする も のと する 。

（ １ ） 引渡し を 要する も の 　 （ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

（ 構外搬出処理費は 、 ※本工事　 ・ 別途）

　 引渡を 要する も の 以外は 構外に搬出し 、 適切に 処理する 。１ １ 　 発生材処理

　 完成図書の電子納品ガ イ ド ラ イ ン 　 　 ※　 適用する 　 　 ・ 適用し な い

　 完成図の表紙及び背表紙には 、 工事名、 受・ 発注者名、 完成年月を 記載する

こ と 。 ま た 、 完成図の中に 主要機器一覧表（ 名称、 製造者名、 形式、 容量又は

出力、 数量等） を 記載する こ と 。

１ ０ 　 完成図書の

　 　 法の 適用

　 建設工事に係る 資材の 再資源化等に関する 法律の適用に つい て

　 ※　 適用する （ 契約金額によ る ） 　 ・ 　 適用し な い

９ 　 建設リ サ イ ク ル

　 取外し 再使用機材は、 清掃及び絶縁抵抗測定等を 行い 、 機能が良好な こ と を

確認し た 上で 取付る 。 な お、 そ の測定結果表を 監督員に 提出する 。

８ 　 再使用機材

　 　 し 、 監督員の 承諾を 受け る 。

（ １ ） 施工に先立っ て 建築及び関連設備の業者と 打合せのう え で施工図を 作成

（ ４ ） 本工事に かかる 官公庁への 諸手続はすべて 受注者が代行し 、 そ の 費用は

　 　 受注者の負担と する 。

（ ５ ） 特記な き 電線・ ケ ーブルは 、 原則と し て エ コ マ テ リ ア ル電線・ ケ ーブ ル

　 　 と し 、 露出部分に 使用する 場合は 耐紫外線性能を 有する も のと する 。

（ ６ ） 改修工事等を 施工する 場合、 施工する 前後に工事対象箇所の写真撮影を

　 　 行う 。 ま た 、 既設ケ ーブル等は施工前後に 絶縁抵抗、 伝送品質等の 測定

　 　 を 行い、 試験記録を 提出する 。

　 　 提出し 、 承諾後施工する 。

（ ３ ） 本工事に 使用する 機器は、 事前に 性能等を 記し た 機器仕様書を 監督員に

（ ２ ） 本工事に 使用する 製作品は 、 事前に製作図を 監督員に 提出し 、 承諾後製

　 　 作する 。

　 ※使用を 要する 　 　 墜落制止用器具の 安全な 使用に関する ガ イ ド ラ イ ン

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 平成30年6月22日付け 基発0622第2号） によ る

　 ・ 使用を 要し な い

　 　 　 電子納品

　 受注者は法定外の 労災保険に 付し 、 証書の写し 等を 監督員に 提出する 。 ２ ２ 　 はつり 及びあ と

　 　 　 施工ア ン カ ー打設

　 既存コ ン ク リ ート 床、 壁等の 配管貫通部の穴開け 及びあ と 施工ア ン カ ー打設

１ ０ 　 昇降機設備

　 な お、 県営住宅の場合は 、 公共住宅建設工事共通仕様書によ る 。

　 特記な き 場合の 施工は、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標

準仕様書（ 機械設備工事編） によ る 。

局線電話の引込位置は 、 第一種電気通信事業者と 打合せの う え で 施工する 。

　 　 ガ ス 漏れ火災警報

　 　 設備、 拡声設備

　 　 （ 非常放送設備）

（ １ ） 所轄する 消防署と 打合せの う え 、 各関係条例等に従い施工する 。

（ ２ ） 総合盤内の 接続は端子を 使用し 、 回路名を 記入し て おく も のと する 。

（ ３ ） ガ ス 漏れ警報設備の 動作試験は、 原則と し て ガ ス 納入業者立会い のう え

　 　 で 行う も のと する 。

・ 　 燃料電池発電装置　 　 　 ・ 　 熱併給( ｺｰｼ゙ ｪﾈﾚｰｼｮﾝ) 発電装置

・ 　 太陽光発電装置　 　 　 　 ・ 　 風力発電装置

・ 　 （ 概要）

・ 　 ガ ス タ ービ ン 発電装置　 ・ 　 マ イ ク ロ ガ ス タ ービ ン 発電装置

・ 　 ディ ーゼ ル発電装置　 　 ・ 　 ガ ス エ ン ジ ン 発電装置

ネ ッ ト ワ ーク 機器を 盤内等に 収納する 場合は 、 放熱、 耐塵等を 考慮する 。

　 　 網設備

・ 直流電源装置　 　 ・ 交流無停電電源装置

・ （ 概要）

５ 　 構内情報通信

７ 　 発電設備

８ 　 構内交換設備

９ 　 自動火災報知設備、

（ １ ） 配線器具

　 ト は複式を 使用し て も よ い 。

　 　 ス イ ッ チ ・ 壁付コ ン セ ン ト ( 2P15A) は連用形と する 。 な お、 ２ 口コ ン セ ン

　 　 コ ン セ ン ト 器具に 具備さ れて い る 送り 配線端子は使用し て は な ら な い。

（ ２ ） 照明器具

　 　 防災用照明器具は 、 建築基準法によ る 非常用照明器具及び消防法に よ る 誘

　 導灯と し 、 関係法令に適合し た も のと する 。

（ ３ ） 照度測定

　 　 フ ラ ッ シ ュ プ レ ート は 原則と し て ス テ ン レ ス 又は新金属を 使用する 。

　 　 た だし 、 県営住宅におけ る 住戸内の フ ラ ッ シ ュ プレ ート つい て は、 樹脂
　 プ レ ート を 使用する こ と が でき る 。

２ . ３ 　 工事別一般事項（ 特記事項選択項目は 、 ○印の ついた も のを 適用する ）

　 　 項　 　 　 　 　 目　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 特　 　 　 　 記　 　 　 　 事　 　 　 　 項　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  

・ 　 電灯設備

・ 　 電力貯蔵設備

・ 　 昇降機設備

・ 　 医療関係設備

１ . ５ 　 指定部分　 　 　 ・  無　 　 ・ 有（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工期： 令和　 　 年　 　 月　 　 日）

　 　 　 　 　 又は仮設工事等が開始さ れる ま で ） の期間　 ・ 令和　 　 年　 　 月　 　 日ま で の 期間） について は、

する 。
　 県営住宅の完成図の提出部数は、 Ａ １ 二つ折り １ 部及びＡ ３ 二つ折り ３ 部と

　 前に、 図面に明示する 箇所に ついて Ｘ 線撮影調査を 実施する こ と 。

１ 　 電灯設備

　 　 電灯設備工事に際し 、 新営工事の場合は 新設後の、 改修工事の場合は改修

　 前と 改修後の照度測定を J I S C 7612「 照度測定方法」 に よ り 、 学校に おいて

　 は 学校環境衛生基準によ り 実施する こ と 。

　 　 行う こ と 。

　 　 に提出する 。 ま た 、 停電操作・ 安全処置は 受注者が 行い 、 そ の費用は受注

　 　 者の 負担と する 。

　 　 学校で は 学校運営に支障を 与え な い 期間、 そ の 他の施設で は 施設管理者と

　 　 打合せし て 設定する こ と 。

　 　 事説明を 実施する こ と 又、 工事に先立ち 、 「 工事のお知ら せ」 等を 配布し 、

　 　 周知する 。

（ ７ ） 受注者は 、 施工にあ た っ て 施設運営に 支障の無い よ う に綿密に 打合せを

（ ８ ） 本工事に おけ る 停電措置が 必要な 場合、 事前に計画書を 電気主任技術者

（ ９ ） 特に騒音振動な ど 周辺に甚大な 影響の あ る 工事について は 、 原則と し て

（ 10） 工事に 先立ち 、 監督員と 打合せの 上、 住民及び関係自治会等に対し て 工

　 　 以上のこ と を 留意し 、 工程管理、 安全管理に万全を 期する こ と 。

( 上端1, 900以下) 1, 500

（ １ ） 動力制御盤及び開閉器箱の 塗装色は、 監督員の指定し た 色と する 。 負荷

　 　 ケ ーブルこ ろ がし 配線で 、 位置ボッ ク ス の図面特記が な く 、 かつ、 照明器

　 具に送り 配線端子が 具備さ れて い る 場合は 、 位置ボ ッ ク ス を 省略し て も 良い 。

２ 　 動力設備

　 　 用送り 端子台は１ 負荷に つき Ｕ ・ Ｖ ・ Ｗ・ Ｅ の ４ Ｐ を 原則と する 。

（ ２ ） 電動機等各負荷ま で の 接続は 、 本工事と する 。 た だ し 、 制御盤以降が別

　 　 途工事の 場合は、 当該制御盤の 電源側接続ま で と する 。

高 圧 引 込

負荷開閉器( PAS)

変圧器設備容量

柱上用高圧気中

受 電 電 圧

主 遮 断 装 置

引込み口は 、 設計図に 示さ れた 位置を 電力会社に

再確認する 。 ま た 、 ケ ーブ ル等の 埋設及び、 その

端末処理は 監督員の立会い のう え で 施工する 。

（ 端末処理　 　 ・ 耐塩用　 　 　 　 ・ 一般用　 　 ）

交流３ 相３ 線式　 ６ . ６ kV　 ５ ０ Hz

定格電圧　 ７ ． ２ kV　 　 定格電流　 　 　 A

定格電圧　 　 　 　 kV　 　 定格遮断電流　 　 　 kA

動力用　 　 　 　 　 kVA×　 　 台　 　 　 　

電灯用　 　 　 　 　 kVA×　 　 台　

高圧進相コ ン デン サ　 　 　 　 kVar ×　 　 台

直列リ ア ク ト ル　 　 ・ ６ ％　 　 ・ １ ３ ％

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 kVar ×　 　 台

３ 　 雷保護設備

４ 　 受変電設備

受雷部突針は Ｌ Ｒ １ と する 。

　 　 分電盤の 塗装色は 、 監督員の 指定し た 色と する 。

　 　 天井又は 壁埋込みの場合のボ ッ ク ス は、 塗り し ろ カ バーと 仕上り 面と が

　 １ ０ ｍ ｍ 程度以上離れる 場合は 継枠を 使用する 。 た だし 、 ボ ード 張り で 、 ボ

　 ード 裏面と 塗り し ろ カ バーの間が 離れな い よ う に 施工し た 場合は、 継枠を 必

　 要と し な い 。

（ ４ ） 分電盤

（ ５ ） 継枠

（ ６ ） 位置ボ ッ ク ス の 省略

６ 　 電力貯蔵設備

建築工事は 埼玉県建築工事特別共通仕様書によ る 。

 　 　 ４ 　 建築工事を 本工事に含む場合、 建築工事は、 そ れぞれの 工事仕様を 適用

 　 　 　 　 し 、 下記の工事仕様は適用し な い。 な お、 そ れぞ れの工事仕様につい て 特記さ れて いな い 事項は、

既設大学

１ . ７ 　 建物概要

１ . ８ 　 工事概要

２ ４ 　 墜落制止用器具

　 　 （ フ ルハーネ ス 型）

２ ５ 　 そ の他

　 ・ 別契約の関連工事の 受注者が定着し た も のは 無償で 使用で き る 。

・ 　 非常放送設備

  （ ２ ） 外部足場　 ・  Ａ 種( 枠組足場)  ・ Ｂ 種 ・ Ｃ 種 ・ Ｄ 種 ・ Ｅ 種 ・ Ｆ 種

（ ３ ） 再生資源化を 図る も の（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

・ 　 映像、 音響設備

本部棟の自家発電電設備の更新、 本部棟受変電設備ｼ-ｹﾝｻ-の更新、

　 　 ・ 動力制御盤
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1. 2026年度学内立入禁止日（ 作業不可日） について　 ※予備日★を 含む

1月16日（ 土） 、 1月17日（ 日） 、 ★1月23日（ 土） 、 ★1月24日（ 日） 、 2月25日（ 木）

★2月26日（ 金） 、 2月28日（ 日） 、 ★3月1日（ 月） 、 3月15日（ 月）

2. 施工時の注意点について

・ 工事施工時は、 騒音及び振動等で授業へ影響が出な いよ う に考慮する こ と 。

・ 各室内の作業については、 使用者と の調整に時間を 要する 為

3. 施工期間の指定について

・ 本部棟コ ン セン ト 設備工事は

　 　 少量危険物貯蔵取扱い 届出書の作成・ 提出と あ わせて

　 　 震災時に おけ る 危険物の 仮貯蔵・ 仮取扱い実施計画書の 作成・ 提出に協力する こ と 。

作業実施の２ 週間前ま でに実施予定日を 監督員へ連絡する こ と 。

4． 発電機室は少量危険物取扱所と し て 消防承認済。

5. 各種届出書類作成の協力について

上記のほか、 ばい煙に関する 説明書、 工事計画届出書、 廃止報告書の作成に協力する こ と 。

停電作業時の電気主任技術者立合委託費用について。

本学は電気主任技術者を 外部委託し ている 為立合作業実施時は委託費用が発生する 。

上記の電気主任技術者の立合委託費は本工事に含むも のと する 。

6.

（ ※2027年度の立入禁止日について は、 監督員よ り 別途指示する も のと する 。 ）

本部棟コ ン セン ト の発電機回路への切り 替え

２ ６ 埼玉県立大学非常用発電設備等改修工事

２ ６ 埼玉県立大学非常用発電設備等改修工事

越谷市三野宮８ ２ ０ 番地

契　 約　 日　 から 2028年　 3月　 12日ま で

8月1日（ 土） 、 8月2日（ 日） 、 9月5日（ 土） 、 ★9月6日（ 日）

10月23日（ 金） 、 10月24日（ 土） 、 10月25日（ 日） 11月22日（ 日） 、 11月23日（ 月） 、 ★11月29日（ 日）

原則、 閉学期間（ 2026年8月15日（ 土） ～8月23日（ 日） 、 2027年8月12日（ 木） ～8月19日（ 木） 予定） に作業を 実施する こ と 。

（ ２ ） 買取処分を する も の 　 （ 　 銅く ず　 　 　 　 　 　 　 　 ）
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搬入路及び搬入経路を示す

1) 搬入路には必要に応じ交通警備員を配置すること。

2) 各工事部分に直接資材等を搬入する場合は大学側と協議すること。

＜仮設計画注意事項＞

・仮設計画の図中の寸法は参考数値とし、工事段階で発生が予想される誤差を考慮すること。

・仮設の設置等により敷地内の舗装面に穴あけ等の破損が生じた場合、現況復旧すること。

・工事車両は事前に出入りする台数、駐車位置等を施設管理者に随時確認し決定すること。

・必要に応じて交通誘導員を配置し、施設利用者の安全対策を十分に行うこと。

・工事車両の進入に際しては大学側と十分に協議をし出入り口を決定すること

・工事車両用駐車スペースについては大学と協議すること。

＜凡例＞

A3：N.S
A1：N.S

E-02

工事場所：越谷市三野宮８２０番地 

        （埼玉県立大学）

案内図・配置図

nodate

株式会社 山本理顕設計工場　　 〒221-0843 横浜市神奈川区松ヶ丘37-1　    PHONE 045-548-8400　    一級建築士事務所　神奈川県知事登録 第8975号　　　　一級建築士 山本理顕　大臣登録 第129567号

memocheck

project title

scale

title

公立大学法人
埼玉県立大学

局長 副局長 担当課長部長 ２６埼玉県立大学施設改修工事　自家発電設備改修工事

部分を工事エリアとする



５．自動始動発電機盤　　　　　　　１面

３．発電機　　　　　　　　　　　　　１台

１．一般事項及び適用規格等

（社）日本内燃力発電設備協会認定基準

４．原動機（ガスタ－ビンエンジン）　１台

消防庁自家発電設備の技術基準

電気設備技術基準

日本産業規格（ＪＩＳ）

建築基準法

２．共通項目

（２）　　　　　　　　　　　５℃～４０℃

（３）　　　　　　　　　　　８５％以下

（４）　　　　　　　　　　　標高１５０ｍ以下

（１）　　　　　　　　　　：単純開放サイクル一軸式

（２）　　　　　　　　　　：８８３ｋＷ以上

（３）　　　　　　　　　　：３１５００ｍｉｎ
－１

（４）　　　　　　　　　　：A重油

（５）　　　　　　　　　　：３９８Ｌ／Ｈｒ（裕度＋５％）程度

（７）　　　　　　　　　　：自己空冷式

（８）　　　　　　　　　　：１００％（抵抗負荷）

（９）　　　　　　　　　　：３±０．５％

（１１）　　　　　　　　　　：ブラシレス励磁方式

（１２）　　　　　　　　　　：整定時２．５％以内，瞬時３０％以内，整定時２秒以下

（１３）　　　　　　　　　　：無負荷定格電圧５％以内（定格周波数に対して）

（１４）　　　　　　　　　　：１２０％（２分間）

（１５）　　　　　　　　　　：１５０％（３０秒）かつ１１０％（３０分間）

（１０）　　　　　　　　　　：連続

（５）　　　　　　　　　　：３相

（６）　　　　　　　　　　：４Ｐ

（７）　　　　　　　　　　：１５００ｍｉｎ
－１

（８）　　　　　　　　　　：０．８（遅れ）

（９）　　　　　　　　　　：Ｆ種

（１）　　　　　　　　　　：鋼板製閉鎖自立屋内形

（２）　　　　　　　　　　：ＤＣ１００Ｖ

（４）　　　　　　　　　　：真空遮断器（ＶＣＢ）

（１）　　　　　　　　　　：保護形自己空冷式三相交流発電機

（２）　　　　　　　　　　：１０００ｋＶＡ以上

（３）　　　　　　　　　　：６６００Ｖ

（４）　　　　　　　　　　：５０Ｈｚ

（６）　　　　　　　　　　：電気式（セルモ－タ式）

　　　　　　　　　　　　　：７．２ｋＶ，６００Ａ，１２．５ｋＡ

燃料消費量

周囲温度

燃料

始動方式

周囲湿度

設置高度

容量

冷却方式

出力

減速機端回転数

制御電源

形式

電圧

周波数

相数

極数

回転数

力率

絶縁

定格

励磁方式

電圧変動率

波形くるい率

過速度耐力

過電流耐力

形式

負荷投入率

速度調定率

形式

遮断器

設置場所（１）　　　　　　　　　　　屋内１階

自家発電設備仕様書

　　　　　　　　　　　　　　始動用　ＭＳＥ２４Ｖ－３００ＡＨ　長寿命型

（１）　　　　　　　　　　：鋼板製閉鎖自立屋内形

６．始動用直流電源盤　      　　　　１面

（２）　　　　　　　　　　：据え置き鉛蓄電池

（３）　　　　　　　　　　：全自動充電器

蓄電池

形式

充電器

（３）　　　　　　　　　　：自動及び手動操作可能操作方式

等価逆相耐量（１６）　　　　　　　　　　：１５％

（１０）　　　　　　　　　　：±４．５％以内（全負荷投入及び遮断）瞬時速度変動率

（５）　　　　　　　　　　　機器の耐震設計は耐震基準

　　　　　　　　　　　　　　「建築設備耐震設計・施工指針（2014年版）」によること。

１０．ユ－ティリティ供給

１３．予備品・付属品

メーカー標準保守用品

（２）盤関係

メーカー標準保守用品

（１）エンジン関係

（３）遮断器操作電源　　　：ＤＣ１００Ｖ

（２）制御用直流電源　　　：ＤＣ１００Ｖ（ドロッパ２次）

（１）補機用電源　　　　　：ＡＣ－ＧＣ２００Ｖ　５０Ｈｚ　３相

ファン

８．換気設備　　　　　　　　　　　　１式

（１）　　　　　　　　　　：２．２ｋＷ

（２）　　　　　　　　　　：スプリッタ式消音器

（３）　　　　　　　　　　：換気ダクト出口１ｍ地点にて７５ｄＢ（Ａ）以下騒音条件

ファン

９．給気設備　　　　　　　　　　　　１式

（１）　　　　　　　　　　：２．２ｋＷ×２

（２）　　　　　　　　　　：スプリッタ式消音器

（３）　　　　　　　　　　：給気ダクト入口１ｍ地点にて７５ｄＢ（Ａ）以下騒音条件

７．燃料小出槽　　　　　　　　　　　１基

容量

（１）　　　　　　　　　　：鋼板製溶接構造形式

（３）　　　　　　　　　　：架台，梯子，ウィングポンプ

（２）　　　　　　　　　　：１９５０Ｌ

付属品

　　　　　　　　　　　　　：液面計，フロ－トスイッチ（警報用、ポンプ発停用）

（１）発電装置機側１ｍにおける騒音レベルは８５ｄＢ（Ａ）以下とする。（６方向平均値）

（２）換気・排気消音器出口１ｍにおける騒音レベルは７５ｄＢ（Ａ）以下とする。

１１．騒音

（３）給気消音器入口１ｍにおける騒音レベルは７５ｄＢ（Ａ）以下とする。

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和７年版

１６．単線結線図

-

下記の警報表示を行う。

１５．警報表示

-

一括

--

燃料小出槽油面低下

燃料小出槽油面上昇

区

分

-

-

中央監視

-

-

-

--

-

-

-

- -

軽

故

障

重

故

障

直流電源盤異常

検出器故障

補機故障

排気温度上昇（１段）

過電流

不足電圧

過電圧

非常停止

始動渋滞

潤滑油圧低下

排気温度上昇（２段）

過速度

ベ　ル表　示

警　　　　　報遮断器

切

エンジン

停　止
項　　　　　目

ブザ－

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

地絡

-

一括

---

-
中

故

障

ＥＣＢ異常

燃料油最低油量

自動始動発電機盤

制御電源

ＤＣ１００Ｖ

（ドロッパ２次）

ＭＣＢ

遮断器操作電源

ＤＣ１００Ｖ

ＭＣＢ

補機電源

ＡＣ－ＧＣ

３φ３Ｗ２００Ｖ

ＭＣＢ

ＤＣ４～

２０ｍＡ

電力量

１０ｋＷｈ／

ＰＵＬＳＥ

64G

ＥＸＴｒ

31

ＡＶＲ

ＰＦ０．８－１５００ｍｉｎ
－１

１０００ｋＶＡ－４Ｐ－６６００Ｖ－５０Ｈｚ－

発電機

SG
ＡＣ

ＥＸ
ＧＴ

CT

59G 27G

Fx4 Fx2

デジタルマルチメータ

84G

Ｕ＞ Ｕ＜ Ｕ

ＶＴ

６６００／１１０Ｖ

VTT

CTT

52G

VCB

51G

Ｖ Ａ Ｈｚ ＣＯＳ
φ

Ｗ

Rh

ＺＰＤ

Ｕ　＞

Ｗｈ

7.2kV 600A

Ｉ＞

12.5kA

90R
Ｍ

５０ＶＡ

Ｗ，ｃｏｓφ，

Ａ，Ｖ，Ｈｚ，

Ｗｈ

Ｍ／ＴＤ

負荷へ

３φ，３Ｗ，６６００Ｖ，５０Ｈｚ

　　　　　　　　　　　　　：ＡＣ－ＧＣ１００Ｖ　５０Ｈｚ　単相

８．燃料系統機器　　　　　　　　　　１式

ａ）台数

（１）　　　　　　　　　　移送ポンプ

　　　　　　　　　　　　　：１．５ｋW

　　　　　　　　　　　　　：２基

ｂ）容量

（２）　移送用電動弁　　　：３基

（３）　返送用電動弁　　　：３基

（４）　液面指示計　　　　

ａ）台数

　　　　　　　　　　　　　：液面発信器×３（既設地下タンク設置）

　　　　　　　　　　　　　：３基

ｃ）付属品

　　　　　　　　　　　　　：液面指示計ボックス内ｂ）設置場所

潤滑油温度上昇 -

一括

No.1地下タンク油面低 ---

---

---

No.２地下タンク油面低

No.３地下タンク油面低

補機電源

ＡＣ－ＧＣ

１φ２Ｗ１００Ｖ

ＭＣＢ

（１）各機器メーカー標準とする。

１２．塗装

１４．その他

（１）引き渡し時にオイル地下タンク３基及びオイルサ－ビスタンク１基は満油状態とすること。

本部棟非常用発電設備仕様書

A1：N.S
A3：N.S E-03

nodate

株式会社 山本理顕設計工場　　 〒221-0843 横浜市神奈川区松ヶ丘37-1　    PHONE 045-548-8400　    一級建築士事務所　神奈川県知事登録 第8975号　　　　一級建築士 山本理顕　大臣登録 第129567号

memocheck

project title

scale

title

公立大学法人
埼玉県立大学

局長 副局長 担当課長部長 ２６埼玉県立大学施設改修工事　自家発電設備改修工事



煙突

A3：N.S
A1：N.S

E-04

本部棟非常用発電設備　配管系統図

nodate

株式会社 山本理顕設計工場　　 〒221-0843 横浜市神奈川区松ヶ丘37-1　    PHONE 045-548-8400　    一級建築士事務所　神奈川県知事登録 第8975号　　　　一級建築士 山本理顕　大臣登録 第129567号

memocheck

project title

scale

title

公立大学法人
埼玉県立大学

局長 副局長 担当課長部長 ２６埼玉県立大学施設改修工事　自家発電設備改修工事

スリ-ブは既設利用とする

既設オイルメインタンク３基の油抜、廃油処理
タンク清掃を行う

地下タンク清掃：灯油等を使用しタンク内汚れを拭き取る。

液面計、液面発信機新設 液面計、液面発信機新設 液面計、液面発信機新設

既設利用の配管部分は配管内の清掃を行うこと

床埋込配管は既設を利用する

壁埋込配管は既設を利用する
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株式会社 山本理顕設計工場　　 〒221-0843 横浜市神奈川区松ヶ丘37-1　    PHONE 045-548-8400　    一級建築士事務所　神奈川県知事登録 第8975号　　　　一級建築士 山本理顕　大臣登録 第129567号
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project title

scale

title

公立大学法人
埼玉県立大学

局長 副局長 担当課長部長 ２６埼玉県立大学施設改修工事　自家発電設備改修工事

A3：1/100
A1：1/50

E-05

本部棟非常用発電設備　配置平面図

スリ-ブは既設利用とする

ピット内清掃後
　既設防塵塗装剥がした後、再防塵塗装（エポキシ塗装）を行うこと。

配線ピット拡張の為斫り後
　モルタルにて補修防塵塗装（エポキシ塗装）を行う。

ピット内配線は枕木等で敷設のうえ行うこと。
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A3：1/100
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E-06

本部棟非常用発電設備　配置断面図
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株式会社 山本理顕設計工場　　 〒221-0843 横浜市神奈川区松ヶ丘37-1　    PHONE 045-548-8400　    一級建築士事務所　神奈川県知事登録 第8975号　　　　一級建築士 山本理顕　大臣登録 第129567号
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project title
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title

公立大学法人
埼玉県立大学

局長 副局長 担当課長部長 ２６埼玉県立大学施設改修工事　自家発電設備改修工事
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電気室
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7,700

発電機室内配管平面図

地下タンク廻り配管平面図
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通気管

移送管

25A SGP

返油管

40A SGP

返油管

40A SGP 25A SGP

移送管

通気管

32A SGP

移送管

25A SGP

返油管

40A SGP

通気管

32A SGP

通気管

32A SGP

移送管

25A SGP

返油管

40A SGP

返油管

40A SGP

通気管

32A SGP

通気口 32A

GL+4.0m以上立上げ

周囲1.0m以内開口無き事

移送管

25A SGP

通気管

32A SGP

移送用選択電動弁

返油管

40A SGP

圧力計

送油管

20A SGP

ウイングポンプ

連成計
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本部棟非常用発電設備　配管平面

既設ピット

既設ピット 既設ピット

既設ピット

既設ピット 既設ピット

既設オイルメインタンク３基の油抜、廃油処理
タンク清掃を行う

地下タンク清掃：灯油等を使用しタンク内汚れを拭き取る。

躯体貫通部の配管は既設
を使用する

躯体貫通部の配管は既設
を使用する

躯体貫通部の配管は既設
を使用する

　Ｒ　
　Ｒ　

　Ｒ　

既設 既設 既設

逆止弁 逆止弁 逆止弁

既設利用の配管部分は配管内の清掃を行うこと



Ｙ８Ｙ６ Ｙ７

Ｘ４４Ｘ４５

Ｘ４４Ｘ４５

Ｙ８Ｙ６ Ｙ７
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本部棟非常用発電設備　配管断面図

既設ピット

既設ピット

既設ピット
既設ピット 既設ピット



Ｙ８Ｙ６

Ｘ４６

Ｘ４５

Ｘ４４

Ｙ７

7,700 7,700

5,
00
0

7,
70
0

ケ－ブルリスト（参考）

番号
自 至

備　　　　　考ケ　－　ブ　ル　サ　イ　ズ
配　　　　線　　　　区　　　　間

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｅ

Ｆ

主回路６ｋＶ　ＥＭ－ＣＥＴ　３８□ガスタ－ビン発電装置 自動始動発電機盤

ガスタ－ビン発電装置

自動始動発電機盤

自動始動発電機盤

自動始動発電機盤

自動始動発電機盤

始動用直流電源盤

始動用直流電源盤

自動始動発電機盤

自動始動発電機盤

始動用直流電源盤

自動始動発電機盤

自動始動発電機盤

自動始動発電機盤

自動始動発電機盤

ガスタ－ビン発電装置

ガスタ－ビン発電装置

ガスタ－ビン発電装置

ガスタ－ビン発電装置

ガスタ－ビン発電装置

ガスタ－ビン発電装置

始動用直流電源盤

始動用直流電源盤

自動始動発電機盤

Ｎｏ．１給気ファン

Ｎｏ．２給気ファン

換気ファン

６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥ　３．５□－２ｃ 発電機励磁

ＥＭ－ＣＥ　３．５□－３ｃ

ＥＭ－ＣＥ　３．５□－２ｃ

ＥＭ－ＣＥ　３．５□－２ｃ

専用ケ－ブル

６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥ　２００□－１ｃｘ２

６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥ　２２□－２ｃ

６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥ　３．５□－３ｃ

６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥ　３．５□－３ｃ

６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥＥ　２□－２ｃ

６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥ　３．５□－４ｃ

６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥ　３．５□－４ｃ

６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥ　３．５□－４ｃ

潤滑油ク－ラ－ファン

発電機スペ－スヒ－タ

テ－プヒ－タ電源

エンジン制御

スタ－タ－モ－タ

始動燃料ポンプ

充電電源

始動信号

始動用直流電源盤異常信号

電源

電源

電源Ｇ

自動始動発電機盤 ガスタ－ビン発電装置 ＥＭ－ＣＥ　３．５□－２ｃ 照明

Ｄ

Ｈ

Ｋ

Ｍ

燃料小出槽 自動始動発電機盤

自動始動発電機盤 地下タンク選択用電動弁（移送用）

６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥＥ　２□－４ｃ

６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥＥ　２□－７ｃｘ３

フロ－トスイッチ（警報用）

電動弁電源

自動始動発電機盤燃料小出槽 ６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥＥ　２□－３ｃ フロ－トスイッチ（移送ポンプ発停用）

Ｎｏ．１液面指示計Ｎｏ．１主燃料槽 ６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥＥＳ　２□－３ｃ Ｎｏ．１主燃料槽油量信号

電源６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥ　３．５□－２ｃＮｏ．１液面指示計自動始動発電機盤

電動弁電源６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥＥ　２□－７ｃｘ３自動始動発電機盤 地下タンク選択用電動弁（返送用）Ｌ

自動始動発電機盤

自動始動発電機盤

Ｎｏ．１燃料移送ポンプ

Ｎｏ．２燃料移送ポンプ

６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥ　３．５□－４ｃ 電源

６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥ　３．５□－４ｃ 電源

Ｎｏ．１液面指示計 自動始動発電機盤 ６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥＥ　２□－２ｃ Ｎｏ．１主燃料槽油面信号

Ｎ

Ｎｏ．２液面指示計Ｎｏ．２主燃料槽 ６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥＥＳ　２□－３ｃ Ｎｏ．２主燃料槽油量信号

電源６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥ　３．５□－２ｃＮｏ．２液面指示計自動始動発電機盤

Ｎｏ．２液面指示計 自動始動発電機盤 ６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥＥ　２□－２ｃ Ｎｏ．２主燃料槽油面信号

Ｏ

Ｐ

６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥＥ　２□－２ｃ自動始動発電機盤 Ｎｏ．３主燃料槽油面信号

６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥ　３．５□－２ｃＮｏ．３液面指示計 電源

Ｎｏ．３主燃料槽油量信号Ｎｏ．３液面指示計

Ｎｏ．３液面指示計

自動始動発電機盤

６００Ｖ　ＥＭ－ＣＥＥＳ　２□－３ｃＮｏ．３主燃料槽

Ｑ

Ｒ

Ｉ

Ｊ

番号
自 至

備　　　　　考ケ　－　ブ　ル　サ　イ　ズ
配　　　　線　　　　区　　　　間
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E-09

本部棟非常用発電設備　配線図

露出配管　特記なきは天井・壁

照明機器 FL40W2灯 18台 レースウェイ取付 取外再取付

既設ピット 既設ピット 既設ピット

（Ｅ３１）

（Ｅ３１）

（Ｅ３１）

（Ｅ５１）

（Ｅ５１）

（Ｅ３１）

（Ｅ３１）

（Ｅ３１）

下記の配線は製造業者標準仕様とし製造業者標準
として差し支えない。但しエコケ-ブルを使用すること。

プルボックス
SS400ｘ400ｘ400

プルボックス
SS600ｘ600ｘ600

（Ｅ２５）

（Ｅ２５）

（Ｅ２５）

（Ｅ２５）

（Ｅ２５）

（Ｅ２５）

（Ｅ３１）

（Ｅ３１）

（Ｅ３１）

（Ｅ３１）

撤去　6kVCVT60°　 （既設ﾋﾟｯﾄ内）
新設　6kVEM-CET60°（既設ﾋﾟｯﾄ内）

電源

新設　EM-CE8-2C（既設ﾋﾟｯﾄ内）補機
撤去　CVT60°　　(既設ﾋﾟｯﾄ内）
新設　EM-CET60°（既設ﾋﾟｯﾄ内）

操作
表示

撤去　CV5.5-2Cx2   （既設ﾋﾟｯﾄ内）
新設　EM-CE5.5-2Cx2（既設ﾋﾟｯﾄ内）

撤去　IV22X2   （既設ﾋﾟｯﾄ内）
新設　EM-IE22x2（既設ﾋﾟｯﾄ内）

接地

撤去　CPEE-S 0.9-15P   （既設ﾋﾟｯﾄ内）
新設　EM-CPEE-S 0.9-20P（既設ﾋﾟｯﾄ内）

中央
監視

信号 撤去　CVV2-2Cx2　　　（既設ﾋﾟｯﾄ内）
新設　EM-CEE2-2Cx2 　（既設ﾋﾟｯﾄ内）

自動始動発電機盤～発電機線連絡盤

自動始動発電機盤～発電機線連絡盤

自動始動発電機盤～非常動力盤No1

自動始動発電機盤～非常電灯盤No1

自動始動発電機盤～バッテリ－盤

自動始動発電機盤～接地端子盤

自動始動発電機盤～リモ－トステイション

配管既設利用配管既設利用配管既設利用

プルボックス
SS600ｘ600ｘ600

プルボックス
SS600ｘ600ｘ600

以降Ｅ－１８図参照

床貫通100φx1

ﾋﾟｯﾄ内配管 ﾋﾟｯﾄ内配管ﾋﾟｯﾄ内配管



盤名称
形　状

電気方式
幹線番号

主回路
回路
番号

しゃ断器 容量（VA）
備    考

（M:MCCB/E:ELCB） ｺﾝｾﾝﾄ

2E2E2E2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E
2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E 2E

2E

2E
2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E 2E

2E2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E

2E2E2E2E2E2E 2E

2E

鋼板製
壁掛型
市販品
ＥＰＳ内設置

50/20

M2P1E 50/20

50/20

50/20M2P1E

50/20

50/20

50/20

50/20

50/20

50/20

M2P1E 50/20

M2P1E 50/20

1L-1 1φ3Ｗ

200/100Ｖ

AC-GC M3P ○1

50/50 ○2

○3

○4

○5

○6

○7

○8

○9

○10

○15

○17

M2P1E

M2P1E

M2P1E

M2P1E

M2P1E

M2P1E

M2P1E

M2P1E

○18

○16

○19

50/20M2P1E

50/20M2P1E

50/20M2P1E

M2P1E 50/20

400

500

600

600

600

600

1200

300

400

200

300

600

600

200

400

本部棟電灯設備1階配線図

壁付

壁付

フロア－

フロア－

フロア－

フロア－

フロア－（15と共通）

フロア－

フロア－（7と共通）

フロア－

フロア－

フロア－

壁付

壁付

壁付

予備

2E

nodate
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55 6633

44

11
22

1010

99

88

1818

1919

1616 1717

EM-CET14°E5.5

コンセント　2P15Ax2 E付　取外再取付

フロア－コンセント　2P15Ax2 E付　取外再取付

1212

1313

77

1515

77

ＮＨ１Ｌ０１

ＮＨ１Ｌ０１負荷表

改修内容
１．赤線部分の回路を発電機回路とする。
２．既設Ｈ１Ｌ０１AC-GC回路一次側よりEM-CET14°にて
　　新設ＮＨ１Ｌ０１の主幹に接続する。
３．図中赤線部分の配線を引き抜き、新設を行い
　　新設ＮＨ１Ｌ０１の回路に接続する。

凡例

IV 2.0ｘ3(既設PF内)撤去　EM-IE2.0ｘ3（既設PF内）新設

IV 2.0ｘ5(既設PF内)撤去　EM-IE2.0ｘ5（既設PF内）新設

合計7,500VA

既設ｺﾝｾﾝﾄを撤去後
MM１Aﾎﾞｯｸｽを取付配線接続

EM-EEF2.0-3C MM1A


